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国籍法の二の舞はさけろ！ 2009/04/19 22:20 

  

ＶＡＷＷ-ＮＥＴ、解放同盟、新日本婦人 

  

の会、朝鮮総連の陰謀を粉砕せよ！ 

  
  

【超緊急 抗議活動のお知らせ】 

  
【テーマ】 
人権の名を借りた恐喝行為を必ず横行させる「女子差別撤廃条約選択議定書」の批准に反対する意思を国民として政権与党の

自民党の関係者に伝える。

【主催】 
日護会 黒田大輔 ０９０－４０７５ー１２６９ 
拡声器、プラカード、横断幕、ビデオカメラ、抗議文などの持参歓迎。 
希望者には可能な限りマイクをお渡ししますので、反対の声を自民党の議員・関係者へぶつけて下さい。 
  

 
本日10時から自民党前で黒田氏ら12名が女子差別撤廃条約議定書批准反対を訴えました 
  

  
 なかなか上手いコピーを皆さん考えてくれます 
  
  

◆◇◆ 緊急「日本人でいれる幸せ」を護る（水間政憲） ◆◇◆ 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
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国会のあまりの情けなさ、怒りで胃がキリキリして眠れません。FAXを出し終えて、さすがに今回は堪えます。皆さんのコメント

に、励まされています。 
今回もギリギリですが、ここで気を緩めたら日本は終わってしまいます。 
  
「女性」と付いている法案は、男性議員が口出ししずらいことも確かです。しかし、この「女性差別撤廃条約議定書」に潜む危険

は、国籍法と同じく、国家主権に直結していることなのです。 
  
国連に、日本の「司法権」を委譲することになります。具体的に説明すると、現在、日本の司法制度は、三審制度を採用していま

す。ところが、この議定書を批准することにより、 終審の 高裁で敗訴した「事件」でも、個人及び団体が国連に訴える権利を

認めることになります。要するに、現在の「三審制」を「四審制」に変えることになるのです。 
  

これは、日本解体を望んでいるものに取って、「喉から手が出る」くらい欲していた法権力だった

のです。 

  
「女性」と付く法案は、女性議員が先頭に立って、動いてくれないと、男性議員は動きずらいこともあるでしょうが、ことは国家主権

の問題で、女性も男性も関係ないのです。 
皆さんは、がっかりするかも知れませんが、この議定書批准阻止で動いてくれている女性国会議員は、西川京子衆院議員だけ

なのです。 
  
普段、オピニオン誌等で、立派なご意見を披瀝している女性国会議員は、この議定書問題を知っていても無関心のようです。 
 
我々日本人は、春になると桜を待ち焦がれ、これから、ツツジ・牡丹・紫陽花・山梔子と花列島の日本をこよなく愛しています。 
  
皆様のお力添えがあれば、日本を護れますので、ご助力を切に願ってます。緊急拡散してください。 
  
-------------------------------------------------------------------------------- 

陳情書例文 （下の行から氏名まで） 

  
女子差別撤廃条約議定書の批准反対の陳情書  
                                                                           様  
突然のFAX失礼します。  
４月２１日午前８時、自民党本部７０１で、政調、外交等合同部会で 「女性差別撤廃条約議定書批准審議」が行われます。  
そこで反対発言が複数なければ、国籍法の二の舞になってしまいます。  
  
この日本解体法の支援団体は、ＶＡＷＷ-ＮＥＴジャパン、部落解放同盟、新日 本婦人の会(共産党)、朝鮮総連女性局など、名う

ての左翼団体です。このような  
団体が支援している法案を自民党が通す事を阻止していただきたく思いFAXしました。  
  
どうかこの女性差別の言葉を盾にした悪法に反対して下さい、 ４月２１日午前８時とお時間があまりありませんがよろしくお願い

します。  
以下「女性差別撤廃条約議定書」の問題点です。  
  
《女子差別撤廃条約議定書の批准問題について》  
  
１．女子差別撤廃条約選択議定書とは？  
個人や団体が国連女子差別撤廃委員会に訴えることのできる個人通報制度である。但  
し国内での救済を経てからではないと通報できない。  
２．議定書を批准すれば確実に起こってくる問題  
①非嫡出子の相続、夫婦別姓制度が差別であると、国が、国連女子差別撤廃委員会に  
訴えられる  
②独立した人権擁護委員会設立が必要であると、国が委員会に訴えられる  
③その他の人権条約、例えば、児童の権利条約等の議定書を批准する障害がなくな  
り、全ての人権条約の議定書が批准されてしまう  
３．上記の問題の国内への影響  
①非嫡出子、夫婦別姓の民法改正問題が再び起こり、わが国家族制度に大きな弊害を  
もたらす事態になる  
②監視社会となるとして国民の中でも反対の多い人権擁護法案が再び浮上する  
③その他の人権条約の議定書が批准されれば、例えば現在論議になっている不法滞在  
親子の問題は、「父母と共に生活する権利侵害」として国連に通報される。不法滞在  
者に在留特別許可を与えるか否かという国家の主権行使の問題が、児童の権利の問題  
にすり替えられてしまい、国家主権が侵害される。  
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④ 高裁で敗訴しても、国連にその事柄について訴えることが可能となるため、わが  
国の司法制度は軽んじられ、司法権の独立を侵すこととなる。  
又、わが国の法律や制度を訴える訴訟が次々に起こされることが予想される。  
  
住所：  
氏名：  
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  

  
八重桜にも種類がいろいろあります。こちらは上の桜よりやや白いですが綺麗でした。 
  

FAXのコツ  
ワードパッドなどで作り、同じ物を２枚印刷する  
自分の名前、住所は手書きで書く  
送り先議員は一人一人えんぴつで名前を書く  
FAXを送っている間に、次に送る人の名前を２枚目に書く  
２枚目を議員さんにFAX中に1枚目の議員の名前を消しゴムで消し  
次の議員の名前を書く。  
FAX送信作業の時間短縮方法です。お試し下さい  
  

FAX優先順位  
(水間政憲) 2009/02/16 08:08:52  
FAX要請の優先順位のお尋ねがありました。  
郵政チルドレンにも一通り送付されましたので、今後の参考に普遍的FAX要請優先順位を提示します。  
  
派閥の 高顧問( 森喜朗など)  
麻生太郎 TEL:03-3581-5111 FAX:03-3501-7528   
森  喜朗 FAX 03-3580-8904  
安倍 晋三 FAX03-3508-3602 s-abe@cybertron.co.jp 
  
派閥の会長と事務総長  
町村派（ 清和政策研究会） - 89人（衆62人、参27人）  
代表世話人  町村信孝 TEL:03-3581－5111 FAX:03-3502－5061   
代表世話人  中川秀直 TEL:03-3508-7295 FAX:03-3508-3505   
代表世話人  谷川秀善 TEL:03-3508-8440 FAX:03-5512-2440   
事務総長  中山成彬 TEL:03-3508-7451 FAX:03-3597-2757   
津島派（ 平成研究会） - 70人（衆47人、参23人）  
領袖(会長)  津島雄二 TEL:03-3508-7909 FAX:03-3502-8870   
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タグ： 女子差別撤廃条約  ＶＡＷＷ-ＮＥＴジャパン  部落解放同盟  新日本婦人の会(共産党)  朝鮮総連女性局  水間政憲   

事務総長  石破茂 TEL:03-3508-7525 FAX:03-3502-5174   
古賀派（ 宏池会） - 62人（衆51人、参11人）  
領袖(会長)  古賀誠 TEL:03-3508-7431 FAX:03-3597-0483   
事務総長  逢沢一郎 TEL:03-3508-7105 FAX:03-3508-0319   
山崎派（ 近未来政治研究会） - 41人（衆38人、参3人）  
領袖(会長)  山崎拓 TEL:03-3508-7082 FAX:092-524-1473 -   
事務総長  石原伸晃 TEL:03-3508-7275 FAX:03-3593-7101 -   
伊吹派（ 志帥会） - 28人（衆22人、参6人）  
領袖(会長)  伊吹文明 TEL:03-3508-7615 FAX:03-3502-5382  
事務総長  河村建夫 TEL:03-3508-7009 FAX:03-3502-5085   
麻生派（ 為公会） - 20人（衆16人、参4人）  
領袖(会長) 麻生太郎首相 TEL:03-3581-5111 FAX:03-3501-7528 -   
事務総長  森英介 TEL:03-3508-7162 FAX:03-3592-9036  
二階派（ 新しい波） - 16人（衆14人、参2人）  
領袖(会長)  二階俊博 TEL:03-3508-7023 FAX:03-3502-5037  
事務総長  泉信也 TEL:03-3508-8220 FAX:03-3503-5589   
高村派（ 番町政策研究所） - 15人（衆14人、参1人）  
領袖(会長)  高村正彦 TEL:03-3508-7113 FAX:03-3502-5044  
事務総長  村上誠一郎 TEL:03-3508-7291 FAX:03-3502-5172  
  
自民党三役及び党役員  
総裁 麻生太郎 TEL:03-3581-5111 FAX:03-3501-7528   
幹事長 細田博之 TEL:03-3508-7443 FAX:03-3503-7530 fvbb3410@mb.infoweb.ne.jp  
総務会長 笹川尭 TEL:03-3508-7526 FAX:03-3502-8865  info@e-sasagawa.com  
政務調査会長 保利耕輔 TEL:03-3508-7311 FAX:03-5251-7130   
選挙対策委員長 古賀誠 電話03-3508-7431 FAX03-3597-0483   
国会対策委員長 大島理森 電話03-3508-7502 FAX03-3502-5082   
参議院議員会長 尾辻秀久 電話03-3508-8530 FAX03-3595-1127   
  

・詳しい情報はＦＡＸ要請一覧@ ウィキへ  

  
  

カテゴリ： 政治も    フォルダ： 指定なし コメント(10) 

コメント(10) 

コメントを書く場合はログインしてください。 

2009/04/19 23:00Commented by 犬 さん 

ある程度政情や社会が安定してる 国には必要ないと思うのですが？ 開かれてる国程不

利になりますよね？韓国側が慰安婦問題出すと日本だけが不利になる？ 公娼婦制度が

近まであって形式上廃止した国かつ売春禁止をした韓国はイメージはいいですよね！ 

遠征売春婦してても  

 

2009/04/20 07:55Commented by 花うさぎ さん 

To 犬さん おはようございます。 
 
この支持団体を見てください。何を狙っているか非常に判りやすいと思います。この連中

は何かというと差別を訴え、対立を煽り、日本をがんじがらめにしてきたグループです。 

 
ＶＡＷＷ-ＮＥＴジャパン、 
部落解放同盟、 
新日本婦人の会(共産党)、 
朝鮮総連女性局 
日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク  
代表世話人：山下泰子（国際女性の地位協会）  
福島瑞穂事務所  
反差別国際運動日本委員会（解放同盟）  
北京JAC  
「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会  
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ｍネット・民法改正情報ネットワーク  
均等待遇アクション21 
国際女性の地位協会  
日本婦人団体連合会  
男女平等をすすめる教育全国ネットワーク  
ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク  
大谷美紀子（弁護士で創価学会）  
日本共産党女性委員会  
アジア女性資料センター  
女性の家HELP  
自由人権協会：上野さとし、宋恵淑、女性同盟：趙英淑。  

2009/04/20 09:51Commented by AW さん 

これ、誰かが提案しているから審議会に上がってくるのですよね？ 
どの議員かご存知です？ 

 
 

 

2009/04/20 12:48Commented by 花うさぎ さん 

To AWさん こんにちは。 
 
>これ、誰かが提案しているから審議会に上がってくるのですよね？ 
>どの議員かご存知です？ 
 
内閣委員会ですから政府提出ですよね。すると特定は難しいような気がします(^^；。 
 
3月18日の内閣委員会（衆議院）で公明党の高木美智代議員は歓迎の質問をしていま

すが、正直腹立たしいです。  

 

2009/04/20 13:19Commented by 犬 さん 

女性で結婚せず子供を 持った外国人はお犬様になりますね！これは個人の自由範囲で

この国では起きてることなので責任は国にないと思いますし婚外子の問題も民事裁判で

足ります！子には責任はないですがそもそも両親の関係に起因した個人的な問題である

のに大騒ぎしすぎ  

 

2009/04/20 13:24Commented by ganjii さん 

 
花うさぎさん 

 
日夜お勤めご苦労さまです。 

 
小生はＶＡＷＷ-ＮＥＴジャパン、部落解放同盟、新日本婦人の会、朝鮮総連その他同類

の連中を相手にしません。女、子ども、人権を担ぐ勢力も相手にしません。国連の対加盟

国司法権（そんなものは実在しないが、たとえこじつけようとしても）は、当然、民主国家の

国内司法権に劣後します。  

 

2009/04/20 13:50Commented by 花うさぎ さん 

To 犬さん  
 
＞子には責任はないですがそもそも両親の関係に起因した個人的な問題であるのに大

騒ぎしすぎ 

 
まあ、世界には確かにこういう条約で規制しないとどうにもならない国があることは確かで

すが、日本の場合はその中では超のつく優等生でしょう。 

 
それよりも反日左翼がこれを利用して活動しようという方が問題だと認識しています。 

 

2009/04/20 13:57Commented by 花うさぎ さん 

To ganjiiさん こんにちは。 
 
>小生はＶＡＷＷ-ＮＥＴジャパン、部落解放同盟、新日本婦人の会、朝鮮総連その他同

類の連中を相手にしません。女、子ども、人権を担ぐ勢力も相手にしません。 
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本当に差別された、虐待だと騒ぐ連中にはろくなのがいませんね。保守の寛容とは正反

対、左翼は対立が好きです。 

 
＞国連の対加盟国司法権（そんなものは実在しないが、たとえこじつけようとしても）は、

当然、民主国家の国内司法権に劣後します。 

 
国連の無力さは充分みなさん知っていると思うのですがね。 

2009/04/24 09:46

Commented by なめ猫♪ さん 

花うさぎさま 

 
おはようございます。 

 
先日はご支援いただき本当にありがとうございました。 

 
昨晩は北九州市まで 
現場の実情をお伺いするため学校の先生に会いに行くなど 

 
ここのところ、準備で大わらわになっております。 

 
国会議員の先生にお渡しする予定ですが 
日教組の教育研究集会の資料など見ると本当にひどいです。 

 
 
明日からいよいよ上京し、27・28日と 
 
陳情活動を行います。 

 
 
文部科学省とは27日、30分程度ですが話し合いがございます。 
 
＊ 

 
http://genyosya.blog16.fc2.com/blog-entry-1279.html 
 
首都圏の皆様におかれましては （首都圏以外の方も大歓迎します！） 

 
平日ではございますが 

 
ぜひ、27・28日の国会議員への陳情活動に 
 
ご参加いただきますよう お願いいたします。  

 
 
内容は  

 
①教育問題 

 
②女性差別撤廃条約選択議定書批准（人権擁護法案） 

 
です。 

 
日程のほうは、 

 
27日・28日ともに （変更の場合は告知します） 
 
衆議院第1議員会館に午前10時 
 
に集合したいと思います。  

 
なお、27日午前11時半前後に霞が関にある 
 
文部科学省 申し入れ ま ります  

 

2009/04/24 14:13
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